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一
　
は
　
じ
　
め
　
に

泉

田

栄

一

　
商
法
は
私
法
の
観
点
か
ら
抽
象
的
に
売
買
を
取
り
扱
う
の
み
で
あ
る
か
ら
、
小
売
商
人
が
置
か
れ
て
い
る
具
体
的
経
営
的
環
境
に
対

す
る
考
慮
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
小
売
商
人
が
置
か
れ
て
い
る
経
営
環
境
は
近
時
特
に
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
事
実
を
充
分
に
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
作
業
の
一
還
と
し
て
、
「
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

小
売
業
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
大
店
法
と
言
う
）
の
変
遷
過
程
を
フ
ォ
ロ
ー
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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二
　
百
貨
店
法
の
成
立

　
大
店
法
の
前
身
は
百
貨
店
法
で
あ
る
。
百
貨
店
法
に
は
戦
前
の
も
の
（
一
九
三
七
年
、
昭
和
一
二
年
法
律
七
六
号
）
と
戦
後
の
も
の

（
一

繻
ﾜ
六
年
、
昭
和
三
一
年
法
律
＝
六
号
）
が
あ
る
。
両
者
を
区
別
す
る
た
め
、
前
者
は
第
一
次
百
貨
店
法
、
後
者
は
第
二
次
百

貨
店
法
と
言
わ
れ
る
。

e
　
第
一
次
百
貨
店
法
制
定
の
背
景
と
同
法
の
内
容

　
ω
　
第
一
次
百
貨
店
法
が
制
店
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
済
的
背
景
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
小
売
商
業
の
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
の
追
求
は
、
個
人
消
費
者
を
相
手
と
す
る
だ
け
に
都
市
人
口
を
対
象
と
し
た
単
独
小
売
店
舗
の
規

模
拡
大
と
い
う
形
態
で
始
ま
る
が
、
戦
前
に
あ
っ
て
は
百
貨
店
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
百
貨
店
は
買
い
回
り
品
を
取
り
扱
う
一
方
、

中
小
経
営
は
最
寄
り
品
を
主
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
こ
と
で
百
貨
店
と
中
小
経
営
と
の
間
の
住
み
わ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九

三
〇
年
代
に
入
っ
て
百
貨
店
は
大
衆
路
線
戦
略
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
百
貨
店
の
存
在
す
る
大
都
市
に
限
っ
て
中
小
経
営

と
の
間
で
商
圏
が
競
合
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
景
気
後
退
期
の
農
村
過
剰
人
口
が
小
売
商
業
に
プ
ー
ル
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事

実
が
加
わ
っ
た
た
め
、
百
貨
店
問
題
は
社
会
問
題
の
一
つ
と
し
て
登
場
し
、
百
貨
店
反
対
運
動
が
生
じ
た
た
め
、
第
一
次
百
貨
店
法
が

　
　
　
（
2
）

制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

’
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回
　
第
一
次
百
貨
店
法
は
二
七
力
条
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
七
条
以
下
は
百
貨
店
組
合
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
百
貨
店
に

固
有
な
規
定
は
僅
か
六
力
条
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
　
①
　
百
貨
店
の
定
義

　
百
貨
店
業
者
と
は
「
同
一
店
舗
二
於
テ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
責
場
面
積
ヲ
有
シ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
衣
食
住
二
關
ス
ル
多
種
類

ノ
商
品
ノ
小
責
業
ヲ
営
ム
者
」
で
あ
る
（
一
条
）
。
百
貨
店
法
施
行
規
則
（
昭
和
一
二
年
九
月
二
五
日
商
工
省
令
二
一
号
）
一
条
は
、

売
場
面
積
は
、
商
工
大
臣
の
指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
は
三
、
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
区
域
に
あ
っ
て
は
一
、
五
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
い
る
。
こ
の
基
準
は
、
大
店
法
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
百
貨
店
法
施
行
規
則
一
条
二
項
は
、
売

場
面
積
は
百
貨
店
業
者
の
店
舗
の
床
面
積
に
一
〇
〇
分
の
九
五
を
乗
じ
て
こ
れ
を
算
出
す
る
と
規
定
し
て
い
た
。
ま
た
百
貨
店
施
行
規

則
二
条
は
、
衣
食
住
に
関
す
る
多
種
類
の
商
品
の
小
売
業
を
営
む
者
と
は
、
以
下
の
商
品
分
類
中
少
な
く
と
も
そ
の
二
類
に
つ
き
各
多

種
類
の
商
品
の
小
売
業
を
営
む
者
を
言
う
と
し
、
第
一
類
と
し
て
衣
服
、
同
用
品
、
同
付
属
品
類
、
第
二
類
と
し
て
食
料
品
類
、
第
三

類
と
し
て
住
居
用
品
類
、
第
四
類
と
し
て
貴
金
属
、
工
芸
品
、
文
房
具
、
玩
具
、
化
粧
品
、
図
書
そ
の
他
他
類
に
属
せ
ざ
る
雑
品
類
を

挙
げ
て
い
た
。

　
　
②
新
設
・
拡
張
・
出
張
販
売
の
許
可
制

　
百
貨
店
の
新
設
（
三
条
）
、
店
舗
ま
た
は
配
給
所
の
設
置
、
店
舗
の
売
場
面
積
の
拡
張
お
よ
び
店
舗
以
外
に
お
い
て
な
す
出
張
販
売

は
許
可
制
と
さ
れ
た
（
四
条
一
号
・
二
号
・
三
号
）
。
主
務
大
臣
は
、
許
可
を
な
す
に
当
た
り
こ
れ
に
制
限
ま
た
は
条
件
を
付
す
る
こ

と
が
で
き
た
（
五
条
）
。
許
可
の
基
準
に
つ
い
て
は
明
文
の
規
定
は
な
か
っ
た
。
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③
　
閉
店
時
刻
お
よ
び
休
業
日

　
百
貨
店
業
者
は
閉
店
時
刻
後
お
よ
び
休
業
日
に
営
業
を
な
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
の
必
要
事
項
は
命
令
で
定
め
る
と
さ
れ
た

（
六
条
一
項
・
二
項
）
。
百
貨
店
法
施
行
規
則
九
条
は
、
閉
店
時
刻
を
四
月
一
日
よ
り
一
〇
月
三
一
日
ま
で
は
午
後
七
時
、
一
一
月
一
日

よ
り
翌
年
三
月
三
一
日
ま
で
は
午
後
六
時
ま
で
と
し
、
地
方
の
事
情
そ
の
他
特
別
の
事
由
あ
る
場
合
ま
た
は
業
務
の
繁
忙
な
る
時
期
に

お
い
て
は
商
工
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
午
後
九
時
ま
で
延
長
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
休
業
日
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
一
〇
条
に
お
い

て
、
商
工
大
臣
の
指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
は
毎
月
三
日
以
上
、
そ
の
他
の
区
域
に
お
い
て
は
毎
月
一
日
以
上
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
④
　
百
貨
店
組
合

　
百
貨
店
業
者
は
そ
の
統
制
を
図
り
小
売
業
の
円
滑
な
る
発
達
を
期
す
る
た
め
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
百
貨
店
組
合
を
設
立
す
る

こ
と
が
で
き
（
七
条
）
、
主
務
大
臣
は
組
合
を
通
し
て
営
業
統
制
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
（
一
四
条
な
い
し
一
六
条
）
。
こ
れ
に
基
づ
き

百
貨
店
組
合
令
（
昭
和
一
二
年
九
月
二
四
日
勅
令
五
三
四
号
〉
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
⑤
百
貨
店
委
員
会

　
営
業
統
制
事
項
の
変
更
、
取
消
、
統
制
命
令
そ
の
他
本
法
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
諮
問
機
関
と
し
て
百
貨
店
委
員
会

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
（
二
一
条
一
項
）
、
そ
の
た
め
百
貨
店
委
員
会
官
制
（
昭
和
＝
一
年
九
月
二
四
日
勅
令
五
三
五
号
）
が
定

め
ら
れ
た
。
会
長
は
商
工
大
臣
で
、
委
員
は
関
係
各
庁
高
官
、
学
識
経
験
者
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ハ
　
第
一
次
百
貨
店
法
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
中
小
小
売
業
の
保
護
を
目
指
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
実
効
性
は
必
ず
し
も
大

き
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
百
貨
店
法
が
実
施
さ
れ
た
時
期
は
、
既
に
戦
時
体
制
に
入
っ
て
お
り
、
百
貨
店
は
百
貨
店
法
以
外
の



圃線
程

過遷
変

の
法店

大

統
制
立
法
で
も
規
制
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
規
制
の
実
体
が
無
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
が
終
結
す
る
と
、

占
領
軍
は
そ
の
他
の
統
制
立
法
と
同
様
に
こ
の
法
律
も
廃
止
し
た
（
昭
和
二
二
年
一
二
月
一
〇
日
法
律
二
〇
三
号
）
。
ち
な
み
に
戦
後

実
施
さ
れ
た
農
地
改
革
は
そ
の
後
に
到
来
す
る
消
費
社
会
の
下
地
を
整
え
る
こ
と
に
寄
与
し
た
。

⇔
　
第
二
次
百
貨
店
法
制
定
の
背
景
と
同
法
の
内
容

ω
　
第
二
次
百
貨
店
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
済
的
背
景
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
ス
ー
パ
ー
が
日
本
に
初
め
て
登
場
し
た
の
は
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
入
年
）
で
あ
る
が
、
当
時
今
日
の
よ
う
に
普
及
す
る
と
は
予
想

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
昭
和
二
〇
年
代
末
に
は
、
一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
五
年
）
に
発
生
し
た
朝
鮮
動
乱
に
基
づ
く
特
需
に
よ

り
日
本
経
済
は
フ
ロ
ー
で
戦
前
の
水
準
（
昭
和
七
ー
一
一
年
平
均
）
を
回
復
し
た
が
、
動
乱
後
の
不
況
の
段
階
で
戦
前
と
似
た
百
貨
店

問
題
が
生
じ
た
。
昭
和
二
九
年
に
は
公
正
取
引
委
員
会
が
「
百
貨
店
業
に
お
け
る
特
定
の
不
公
正
な
取
引
方
法
」
を
指
定
し
、
昭
和
三

〇
年
五
月
に
は
東
京
商
工
会
議
所
に
自
主
的
に
商
業
活
動
調
整
協
議
会
が
設
置
さ
れ
た
。
し
か
し
、
小
売
業
者
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

「
百
貨
店
対
策
小
売
連
盟
」
に
よ
る
二
年
間
の
百
貨
店
法
制
定
運
動
の
結
果
第
二
次
百
貨
店
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
一
九
五
九

年
（
昭
和
三
四
年
）
一
〇
月
に
は
百
貨
店
に
割
賦
販
売
の
自
粛
通
達
（
三
四
企
二
一
九
五
号
）
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
回
　
第
二
次
百
貨
店
法
は
二
四
力
条
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
統
制
色
の
強
い
百
貨
店
組
合
に
関
す
る
規
定
が
な
く
な
っ
た
分
だ
け

第
一
次
百
貨
店
法
よ
り
短
い
法
律
と
な
っ
て
い
る
。

5
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①
　
目
　
的
　
規
　
定

　
第
二
次
百
貨
店
法
一
条
は
、
「
百
貨
店
業
の
事
業
活
動
を
調
整
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
小
商
業
の
事
業
活
動
の
機
会
を
確
保
し
、
商

業
の
正
常
な
発
達
を
図
り
、
も
つ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
し
目
的
規
定
を
初
め
て
規
定
し
た
。

　
　
②
　
百
貨
店
の
定
義

　
百
貨
店
業
の
定
義
は
、
「
物
品
販
売
業
（
物
品
加
工
修
理
業
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
営
む
た
め
の
店
舗
の
う
ち
、
同
一
の
店

舗
で
床
面
積
の
合
計
が
一
、
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
（
都
の
特
別
区
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
第
一
五
五
条

第
二
項
の
市
の
区
域
内
に
お
い
て
は
、
三
、
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
も
の
を
含
む
も
の
を
い
う
」
と
さ
れ
て
い
る
（
二
条
）
。

床
面
積
を
、
命
令
に
委
ね
な
い
で
、
法
律
で
定
め
て
い
る
点
は
第
一
次
百
貨
店
法
と
異
な
る
。

　
　
③
許
　
　
可
　
　
制

　
百
貨
店
の
営
業
（
三
条
）
、
店
舗
の
新
設
お
よ
び
増
設
（
六
条
）
は
通
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
通
産
大
臣
は
許

可
に
当
た
っ
て
「
百
貨
店
審
議
会
」
に
諮
問
す
る
が
、
審
議
会
は
地
元
の
商
工
会
議
所
、
申
出
を
し
た
利
害
関
係
あ
る
事
業
者
ま
た
は

団
体
お
よ
び
参
考
人
の
意
見
を
き
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
五
条
二
項
・
三
項
、
六
条
二
項
）
。

　
O
出
張
販
売
が
許
可
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
点
、
0
不
許
可
の
基
準
が
抽
象
的
で
あ
る
が
明
定
さ
れ
た
点
お
よ
び
日
百
貨
店

審
議
会
は
商
工
会
議
所
等
か
ら
意
見
を
聴
取
す
べ
き
と
明
示
さ
れ
た
点
は
、
第
一
次
百
貨
店
法
の
規
制
と
異
な
っ
て
い
る
。
不
許
可
の

基
準
は
、
「
そ
の
百
貨
店
業
の
事
業
活
動
が
中
小
商
業
の
事
業
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
中
小
商
業
者
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
と
さ
れ
て
い
る
（
五
条
一
項
）
。

　
出
張
販
売
が
許
可
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
「
百
貨
店
業
者
の
出
張
販
売
、
顧
客
の
送
迎
そ
の
他
の
営
業
に
関
す
る
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大

行
為
が
そ
の
百
貨
店
業
の
事
業
活
動
を
通
じ
て
中
小
商
業
の
事
業
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
中
小
商
業

の
維
持
育
成
を
図
り
、
商
業
の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
、
通
産
大
臣
は
改
善
勧
告
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
（
九
条
）
。

　
　
④
閉
店
時
刻
お
よ
び
休
日

　
閉
店
時
刻
と
休
日
は
政
令
で
定
め
る
（
八
条
）
と
さ
れ
た
。
百
貨
店
施
行
令
（
昭
和
三
一
年
六
月
四
日
政
令
一
六
八
号
）
一
条
は
、

原
則
と
し
て
閉
店
時
刻
を
午
後
六
時
と
し
た
が
、
「
中
元
、
歳
暮
又
は
祭
の
た
め
そ
の
他
閉
店
時
刻
を
遅
く
す
べ
き
特
別
の
理
由
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
」
は
通
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
時
刻
ま
で
と
し
た
。
休
日
に
つ
い
て
は
、
大
都
市
に
あ
っ
て
は
月

四
日
、
そ
の
他
の
区
域
で
は
二
日
と
定
め
て
い
る
（
二
条
一
項
・
二
項
）
。

　
㈲
　
第
二
次
百
貨
店
法
に
よ
り
中
小
小
売
業
者
は
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
既
存
百
貨
店
も
同
法
成
立
前
の
か
け
込
み
的
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

舗
の
新
増
で
そ
の
権
益
が
擁
護
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

7



8

三
　
大
店
法
の
成
立
と
そ
の
改
正

e
大
店
法
の
制
定

　
ω
　
小
売
業
の
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
の
追
求
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
通
信
販
売
、
次
い
で
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
い
う
過
程

を
辿
っ
た
が
、
わ
が
国
に
は
最
初
か
ら
後
者
の
方
法
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
導
入
さ
れ
、
成
功
を
お
さ
め
た
。
大
衆
消
費
社
会
の
到
来
は
、

大
量
に
仕
入
れ
、
そ
の
後
、
必
ず
し
も
既
存
の
商
業
集
積
に
立
地
し
て
い
な
い
、
多
数
の
分
散
的
に
配
置
さ
れ
た
単
位
店
舗
で
、
安
く

大
量
に
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
全
国
ネ
ッ
ト
を
構
築
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
年
）
代
後
半
に
は
、
新
興

の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
売
上
高
、
総
売
場
面
積
な
ど
の
点
で
、
百
貨
店
に
比
肩
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
凌
駕
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
、
百
貨
店
法
の
規
制
が
企
業
単
位
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
裏
を
か
き
、
店
舗
ビ
ル
の
各
階
ご
と
に
別
会
社
方

式
を
採
用
し
て
、
百
貨
店
法
の
適
用
を
免
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
二
方
面
か
ら
批
判
が
生
じ
た
。
一
つ
は
、
百
貨
店
と
は
比
較
に
な
ら
な

い
影
響
を
ス
ー
パ
ー
か
ら
受
け
た
中
小
企
業
側
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
同
じ
大
型
店
で
あ
り
な
が
ら
一
方
は
自
由
で
あ

る
の
に
自
分
だ
け
は
法
律
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
不
満
を
持
つ
百
貨
店
の
側
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
通
商

産
業
省
の
諮
問
機
関
で
あ
る
産
業
構
造
審
議
会
の
流
通
部
会
は
、
一
九
七
二
年
（
昭
和
四
七
年
）
に
「
流
通
革
新
下
の
小
売
商
業
l
l

百
貨
店
法
改
正
の
方
向
」
（
第
一
〇
回
中
問
答
申
）
で
応
え
た
。
答
申
は
、
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
（
消
費
者
主
権
）
と
資
本
自
由
化
の

二
つ
の
転
換
軸
を
掲
げ
、
流
通
近
代
化
、
消
費
者
利
益
確
保
の
視
点
を
法
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
一
方
、
大
規
模
小
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売
店
舗
（
ス
ー
パ
ー
）
を
対
象
に
含
め
る
べ
き
と
し
、
基
準
面
積
（
指
定
都
市
で
は
三
、
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
そ
の
他
で
は
、

一
、

ﾜ
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
増
設
に
つ
い
て
は
、
「
事
前
届
出
制
」
と
し
、
通
産
大
臣
の
勧
告
、
措

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

置
命
令
等
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
な
ど
を
提
案
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
こ
れ
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
通
産
省
原
案
は
、
政
党
等
の
反
対
に
合
い
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
百
貨
店
、
ス
ー

パ
ー
、
中
小
小
売
業
者
の
利
害
が
複
雑
に
絡
む
中
で
、
「
玉
虫
色
」
の
大
店
法
（
昭
和
四
八
年
法
律
一
〇
九
号
。
昭
和
四
九
年
三
月
一

日
施
行
）
が
成
立
し
、
そ
れ
と
同
時
に
百
貨
店
法
は
廃
止
さ
れ
た
（
同
法
附
則
二
条
）
。
大
店
法
と
同
時
に
中
小
小
売
商
業
振
興
法
（
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

和
四
八
年
法
律
一
〇
一
号
）
（
以
下
小
振
法
と
言
う
）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

　
回
　
大
店
法
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　
　
①
　
目
　
　
　
　
　
的

　
大
店
法
一
条
は
、
そ
の
目
的
を
「
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
配
慮
し
つ
つ
、
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
け
る
小
売
業
の
事
業
活
動
を
調

整
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
周
辺
の
中
小
小
売
業
の
事
業
活
動
の
機
会
を
適
正
に
確
保
し
、
小
売
業
の
正
常
な
発
達
を
図
り
、
も
つ
て

国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
第
二
次
百
貨
店
法
の
目
的
と
比
べ
る
と
、
大
店
法
で
は

「
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
配
慮
し
つ
つ
」
と
い
う
文
言
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
点
と
、
中
小
商
業
の
事
業
活
動
の
機
会
を
「
確
保
し
」

の
表
現
が
「
適
正
に
確
保
し
」
に
改
め
ら
れ
た
点
が
異
な
る
。
即
ち
、
中
小
企
業
の
保
護
が
絶
対
的
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
大
店
法
＝
条
で
は
、
通
産
大
臣
の
変
更
勧
告
・
変
更
命
令
お
よ
び
改
善
勧
告
の
「
措
置
の
運
用
に
当
た
つ
て
は
、
消
費
者
の

利
益
保
護
に
つ
い
て
配
慮
し
、
あ
わ
せ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
け
る
中
小
小
売
業
の
近
代
化
そ
の
他
の
小
売
業
の
事
業
活
動
の
円



1
0

滑
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
百
貨
店
法
に
な
い
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。
し
か
し
、

二
つ
の
目
的
は
相
矛
盾
す
る
。
以
後
利
益
調
整
を
巡
り
、
そ
の
措
置
は
変
転
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
②
規
　
制
　
対
　
象

　
百
貨
店
法
が
百
貨
店
業
者
の
店
舗
の
新
増
設
を
許
可
の
対
象
と
し
て
い
た
の
と
異
な
り
、
大
店
法
は
「
建
物
」
1
「
一
の
建
物
で
あ

つ
て
、
そ
の
建
物
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
」
都
の
特
別
区
お
よ
び
政
令
指
定
都
市
（
1
1
一
〇
大
都
市
）
で
は
三
、
○
○
○
平
方
メ
ー

ト
ル
、
そ
の
他
の
都
市
で
は
一
、
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
（
基
準
面
積
）
以
上
で
あ
る
も
の
ー
の
新
増
設
を
規
制
の
対
象
と
し
た
（
三

条
一
項
）
。
こ
れ
は
ス
ー
パ
ー
を
規
制
に
含
ま
し
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
規
模
小
売
店
舗
に
入
居
す
る
小
売
業
者

は
周
辺
の
中
小
小
売
業
者
に
対
し
て
優
位
な
競
争
条
件
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
れ
を
放
置
す
る
と
小
売
業
全
般
の
秩
序
を
乱

す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
立
法
理
由
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
こ
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
ス
ー
パ
ー
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
地
元
中
小
小
売
業
者
の
要
望
に
応
え
て
、
条
例
あ
る
い
は
要
綱
を
制
定
す
る
地
方
公
共
団
体
が
続
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
後
述

す
る
通
り
で
あ
る
。
政
府
は
昭
和
五
二
年
に
「
条
例
で
基
準
面
積
を
あ
る
程
度
下
回
る
店
舗
に
つ
い
て
、
当
該
地
域
の
実
態
か
ら
み
て

合
理
的
な
方
法
で
調
整
す
る
こ
と
は
直
ち
に
違
法
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
」
と
の
統
一
見
解
を
発
表
し
て
い
る
。
商
業
調
整
に
関
す
る

条
例
・
要
綱
を
制
定
し
た
自
治
体
は
、
一
九
七
八
年
（
昭
和
五
三
年
）
九
月
の
時
点
で
は
、
三
九
都
道
府
県
一
七
〇
市
町
村
に
も
及
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

そ
の
内
容
も
様
々
で
あ
っ
た
。

　
　
③
　
事
前
審
査
届
出
制

　
大
店
法
が
採
用
し
た
「
事
前
審
査
届
出
制
」
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
上
記
基
準
面
積
以
上
の
店
舗
を
新
設
ま
た
は

増
設
す
る
者
は
、
建
物
の
見
や
す
い
場
所
に
表
示
を
掲
げ
、
省
令
で
定
め
ら
れ
た
事
項
を
通
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
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大1
1

条
一
項
）
。
通
産
大
臣
は
、
届
出
が
あ
る
と
、
調
整
が
あ
る
旨
の
（
官
報
に
よ
る
）
公
示
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
条
二
項
）
、
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
表
示
と
公
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
三
項
）
。
公
示
に
係
る

建
物
は
大
規
模
小
売
店
舗
と
言
わ
れ
る
（
二
条
二
項
）
。
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
は
公
示
が
な
さ
れ
た
日
か
ら
六
カ
月
を
経
過
し

た
後
で
な
け
れ
ば
、
何
人
も
小
売
業
の
営
業
・
店
舗
面
積
を
増
加
を
し
て
は
な
ら
な
い
（
四
条
一
項
・
二
項
）
。
こ
れ
は
、
大
規
模
小

売
店
舗
の
進
出
を
受
け
て
、
周
辺
の
中
小
小
売
業
者
が
、
対
応
努
力
を
行
う
た
め
の
期
間
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

建
物
の
設
置
・
増
設
者
と
そ
こ
で
小
売
業
を
営
む
者
は
異
な
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
小
売
業
を
営
む
者
は
こ
れ
と
は
別
に
大
規
模

小
売
店
舗
ご
と
に
開
店
日
の
四
カ
月
前
ま
で
に
店
舗
面
積
、
開
店
日
等
を
通
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
五
条
一
項
）
、
閉

店
時
刻
及
び
休
業
日
数
は
開
店
日
ま
で
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
九
条
一
項
・
二
項
）
。
通
産
大
臣
は
、
五
条
に
基
づ
く
届
出

後
、
「
そ
の
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
人
口
の
規
模
及
び
そ
の
推
移
、
中
小
企
業
の
近
代
化
の
見
通
し
、
他
の
大
規
模

小
売
店
舗
の
配
置
及
び
当
該
他
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
け
る
小
売
業
の
現
状
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
」
周
辺
の
中
小
小
売
業
に
相
当

程
度
の
影
響
を
及
ぼ
す
か
否
か
を
審
査
す
る
。
影
響
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
は
、
大
規
模
小
売
店
舗
審
議
会
（
以
下
大
店
審
と
言
う
）

の
意
見
を
き
い
て
、
五
条
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
三
カ
月
以
内
に
限
り
、
開
店
日
の
繰
り
下
げ
、
又
は
店
舗
面
積
の
減
少
を

勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
七
条
一
項
）
。
閉
店
時
刻
及
び
休
日
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
（
九
条
四
項
）
。
大
店
審
が
意
見
を
定
め
る

に
は
、
そ
の
地
区
の
商
工
会
議
所
又
は
商
工
会
の
意
見
及
び
消
費
者
又
は
そ
の
団
体
、
小
売
業
者
又
は
そ
の
団
体
そ
の
他
の
も
の
で
通

商
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
出
を
し
た
も
の
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
七
条
二
項
）
。
変
更
勧
告
が
な
さ
れ

た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勧
告
に
従
わ
な
い
者
が
あ
る
と
き
に
は
、
通
産
大
臣
は
、
大
店
審
の
意
見
を
き
き
、
四
カ
月
以
内
に
限
り
、

開
店
日
の
繰
り
下
げ
、
又
は
店
舗
面
積
を
減
少
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
（
八
条
一
項
）
、
こ
れ
に
違
反
し
た
小
売
業
者
に



1
2

は
一
年
以
内
の
営
業
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
四
条
一
項
）
。
変
更
命
令
又
は
営
業
停
止
命
令
に
違
反
す
る
と
三
〇
〇
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
（
一
八
条
）
。

　
政
令
で
大
規
模
小
売
店
舗
審
議
会
令
が
制
定
さ
れ
た
（
昭
和
四
九
年
政
令
四
一
号
）
。

　
囚
　
通
達
に
よ
り
、
三
条
の
届
出
は
届
出
か
ら
七
日
以
内
に
受
理
し
（
四
九
産
局
一
二
四
号
）
、
受
理
後
七
日
以
内
に
大
店
審
よ
り

商
工
会
議
所
又
は
商
工
会
に
意
見
の
提
出
依
頼
が
な
さ
れ
る
が
（
四
九
産
局
一
二
四
号
）
、
「
会
議
所
が
そ
の
意
見
を
決
定
す
る
時
に
は
、

従
来
の
百
貨
店
法
の
場
合
と
同
じ
く
会
議
所
に
設
置
さ
れ
る
商
業
活
動
協
議
会
に
諮
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
通
商
産
業
局

の
了
解
を
得
た
う
え
で
、
商
工
会
議
所
の
会
頭
又
は
商
工
会
の
会
長
は
、
小
売
業
者
、
消
費
者
及
び
学
職
経
験
者
の
中
か
ら
委
員
を
委

嘱
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
四
九
産
局
一
二
三
号
）
。
そ
の
結
果
三
条
の
公
示
後
商
業
活
動
調
整
協
議
会
（
事
前
商
調
協
と
言
わ
れ
る
）

が
非
公
式
に
意
見
を
調
整
し
、
五
条
の
届
出
後
や
は
り
商
業
活
動
調
整
協
議
会
（
正
式
商
調
協
と
言
わ
れ
る
）
が
非
公
式
に
調
整
を
す

る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
、
通
達
に
さ
え
根
拠
を
も
た
な
い
団
体
が
出
店
予
定
者
と
交
渉
す
る
と
い
う
事
態
も
生
じ
た
。
そ
の
た
め
、

事
前
の
調
整
さ
え
済
め
ば
、
商
工
会
議
所
等
も
店
舗
面
積
削
減
不
要
の
答
申
を
大
店
審
に
出
す
か
ら
、
通
産
大
臣
の
行
う
べ
き
調
整
勧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

告
は
、
地
元
商
調
協
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る
こ
と
に
な
．
っ
た
。
し
か
し
商
調
協
は
商
工
会
議
所
が
事
務
局
と
な
っ
て
運
営
さ
れ
、
商
工

会
議
所
は
地
域
総
合
団
体
と
し
て
公
共
政
策
の
一
翼
を
担
う
一
方
、
地
元
商
工
業
者
に
よ
る
会
員
組
織
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
利
益
増
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

を
図
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
二
面
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
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⇔
　
大
店
法
の
改
正

　
ω
　
大
店
法
が
制
定
さ
れ
た
同
じ
月
で
あ
る
一
九
七
三
年
（
昭
和
四
八
年
）
一
〇
月
に
石
油
シ
ョ
ッ
ク
が
日
本
を
覆
っ
た
。
翌
年
二

月
に
は
大
型
小
売
業
者
の
出
張
販
売
の
届
出
を
指
導
す
る
通
達
が
発
出
さ
れ
た
（
四
九
産
局
一
二
一
号
）
。
中
小
企
業
の
倒
産
は
増
え

続
け
、
七
五
年
に
は
戦
後
の
最
高
記
録
を
更
新
し
た
。
大
規
模
小
売
店
舗
の
出
店
に
よ
る
地
元
と
の
摩
擦
は
一
層
深
刻
と
な
っ
て
い
た
。

一
九
七
七
年
（
昭
和
五
二
年
）
に
は
分
野
調
整
法
の
制
定
と
小
売
商
業
特
別
措
置
法
（
以
下
商
調
法
と
い
う
）
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ

た
。　

一
九
七
八
年
（
昭
和
五
三
年
）
に
は
通
産
局
長
の
私
的
諮
問
機
関
で
あ
る
「
小
売
問
題
懇
談
会
」
の
報
告
を
受
け
て
、
「
産
業
構
造

審
議
会
及
び
中
小
企
業
政
策
審
議
会
意
見
具
申
」
が
な
さ
れ
た
。
大
店
法
と
錯
綜
し
た
関
係
に
あ
る
商
調
法
を
大
店
法
と
一
本
化
す
る

と
い
う
提
案
は
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
の
意
見
具
申
を
受
け
て
同
年
に
両
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
（
昭
和
五
四
年
五
月
一
四
日

（
1
2
）

施
行
）
。

　
回
　
改
正
大
店
法
（
昭
和
五
三
年
法
律
一
〇
五
号
）
の
主
要
な
改
正
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
店
舗
面
積
が
種
別
境
界
面
積
（
都
の
特
別
区
お
よ
び
政
令
指
定
都
市
で
は
三
、
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
都
市

で
は
一
、
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
を
第
一
種
小
売
店
舗
と
し
、
店
舗
面
積
が
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
種
別
境
界
面
積
未

満
の
も
の
は
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
と
さ
れ
、
法
の
規
制
基
準
面
積
は
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
た
（
二
条
二
項

な
い
し
四
項
・
三
条
一
項
）
。
改
正
法
が
、
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
一
律
規
制
し
た
理
由
は
、
も
と
も
と
小
売
商
業



1
4

に
お
い
て
は
そ
の
商
圏
が
比
較
的
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
店
舗
面
積
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
超
一
、
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
店
舗
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
最
寄
の
消
費
者
を
顧
客
対
象
と
し
て
お
り
、
政
令
指
定
都
市
等
の
区
域
内
と
い
え
ど
も
周
辺
中

小
小
売
商
業
に
与
え
る
影
響
は
無
視
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
店
舗
面
積
の
下
限
が
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
ま

で
下
げ
ら
れ
た
理
由
は
、
日
最
寄
品
中
心
の
店
舗
に
つ
い
て
は
、
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
店
舗
面
積
で
十
分
な
品
揃
え
が
可
能
と
な

り
、
ワ
ン
・
ス
ト
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
プ
機
能
を
発
揮
し
う
る
こ
と
、
0
こ
の
た
め
店
舗
面
積
が
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
店
舗
の

顧
客
吸
引
力
は
、
一
般
中
小
小
売
企
業
と
比
較
し
て
著
し
く
高
く
、
周
辺
の
中
小
小
売
業
へ
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、

日
他
方
、
旧
法
の
基
本
面
積
未
満
店
舗
に
関
す
る
紛
争
件
数
の
う
ち
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
店
舗
に
関
す
る
者
は
極
僅
か
で
あ

り
、
実
態
上
調
整
の
対
象
と
す
る
必
要
性
が
乏
し
い
こ
と
等
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
に
、
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
の
調
整
は
従
来
通
り
通
産
大
臣
が
こ
れ
を
行
う
が
、
三
条
、
五
条
等
の
届
出
は
、
事
前
に
都
道

府
県
知
事
に
届
出
内
容
を
了
知
さ
せ
て
お
く
必
要
性
と
、
知
事
は
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
の
調
整
を
行
う
権
限
を
有
す
る
こ
と
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
第
一
種
と
第
二
種
の
法
運
用
上
の
整
合
性
を
確
保
す
る
必
要
性
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
通
産
大
臣
に
な

さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
（
一
四
条
の
三
）
、
都
道
府
県
知
事
は
、
「
そ
の
届
出
に
係
る
事
項
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
届
出
に
係
る

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
け
る
小
売
業
の
事
業
活
動
が
そ
の
周
辺
の
中
小
小
売
業
の
事
業
活
動
に
及
ぼ
す
影
響
等
」
に
関
し
通
産
大
臣
に

対
し
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
（
一
五
条
の
二
第
一
項
）
。

　
第
三
に
、
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
の
調
整
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
。
従
っ
て
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
は
知
事
に
対
し

て
な
さ
れ
（
三
条
一
項
・
五
条
一
項
な
ど
）
、
知
事
は
審
査
を
す
る
に
際
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
の
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し

助
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
五
条
の
三
）
。
知
事
が
調
整
を
必
要
と
認
め
た
と
き
に
は
、
都
道
府
県
大
規
模
小
売
店
舗
審
議
会
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の
意
見
（
審
議
会
を
置
か
な
い
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
商
工
会
議
所
ま
た
は
商
工
会
の
意
見
お
よ
び
消
費
者
ま
た
は
そ
の
団
体
、
小
売

業
者
ま
た
は
そ
の
団
体
の
意
見
）
を
聴
い
て
、
開
店
日
の
繰
り
下
げ
、
店
舗
面
積
の
削
減
、
閉
店
時
刻
の
繰
り
上
げ
、
休
業
日
数
の
増

加
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
七
条
・
九
条
四
項
）
。
そ
の
た
め
都
道
府
県
は
、
条
例
で
、
都
道
府
県
小
売
店
舗
審
議
会
を
設
置
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
一
五
条
の
四
第
一
項
・
二
項
）
。
こ
れ
に
基
づ
き
大
抵
の
都
道
府
県
は
条
例
を
制
定
し
た
。
三
条
の
公
示
は
都
道

府
県
の
広
報
に
掲
載
し
て
行
わ
れ
る
（
施
行
規
則
五
条
）
。

　
第
四
に
、
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
種
お
よ
び
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
に
つ
き
関
係
市
町
村
長
と
商
工
会
議
所
ま
た
は
商

工
会
に
通
知
し
（
一
五
条
）
、
市
町
村
長
は
、
通
知
さ
れ
た
事
項
に
つ
き
、
知
事
に
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
五
条
の
二

第
二
項
）
。

　
第
五
に
、
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
け
る
営
業
開
始
の
制
限
は
六
カ
月
の
経
過
後
か
ら
七
カ
月
の
経
過
後
に
（
四
条
一
項
）
、
小
売
業

者
の
届
出
は
四
カ
月
前
か
ら
五
カ
月
前
に
（
五
条
一
項
）
、
開
店
日
の
繰
り
上
げ
ま
た
は
店
舗
面
積
の
増
加
の
届
出
は
、
四
カ
月
前
か

ら
五
カ
月
前
に
（
六
条
一
項
・
二
項
）
、
変
更
勧
告
は
受
理
の
日
か
ら
三
カ
月
以
内
よ
り
四
カ
月
以
内
に
（
七
条
一
項
）
そ
れ
ぞ
れ
延

長
さ
れ
た
ほ
か
、
広
域
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
な
ど
合
理
的
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
四
ヵ
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
期
間
を
延
長

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
（
七
条
三
項
の
新
設
）
、
こ
の
場
合
の
変
更
命
令
は
延
長
さ
れ
た
期
間
の
満
了
の
日
か
ら
一
カ
月
以
内
に

命
じ
う
る
が
（
八
条
三
項
の
新
設
）
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
届
出
の
受
理
の
日
か
ら
四
カ
月
以
内
よ
り
五
カ
月
以
内
に
（
八
条
一
項

の
改
正
）
延
長
さ
れ
た
。
他
方
、
届
出
に
係
る
事
項
が
直
ち
に
実
施
さ
れ
て
も
周
辺
の
中
小
小
売
業
者
に
相
当
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
届
出
者
に
対
す
る
勧
告
期
間
の
短
縮
の
通
知
を
認
め
た
（
八
条
四
項
・
五
項
の
新
設
）
。

　
第
六
に
、
建
物
の
床
面
積
の
変
更
ま
た
は
建
物
の
一
部
の
用
途
変
更
に
よ
る
種
別
変
更
の
場
合
の
手
続
が
明
定
さ
れ
て
い
る
（
三
条



1
6

の
二
・
一
四
条
の
二
の
新
設
）
。

　
な
お
通
達
に
よ
り
、
大
店
舗
の
新
増
設
に
つ
き
、
当
該
店
舗
の
主
た
る
商
圏
が
二
以
上
の
会
議
所
の
地
区
に
及
ぶ
場
合
に
は
、

会
議
所
等
か
ら
の
申
出
に
基
づ
き
広
域
商
調
協
が
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
五
四
産
局
三
六
一
号
）
。

関
係

　
囚
改
正
法
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
従
来
の
方
式
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
調
整
の
対
象
を
拡
大
し
、
拡
大
し
た
部
分
の
調
整
は
都
道
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

県
に
委
ね
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
五
四
年
の
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
は
五
七
六
件
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
第
二
種

の
そ
れ
は
一
、
〇
二
九
件
と
大
幅
な
届
出
が
行
わ
れ
、
同
年
は
両
者
と
も
に
届
出
数
に
お
い
て
一
つ
の
頂
点
を
形
成
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
大
店
法
は
、
依
然
と
し
て
法
文
と
異
な
る
運
用
が
一
九
八
二
年
（
昭
和
五
七
年
）
一
月
三
〇
日
ま
で
行
わ
れ
続
け
た
。

日
規
制
　
強
　
化

　
上
述
し
た
「
産
業
構
造
審
議
会
及
び
中
小
企
業
政
策
審
議
会
意
見
具
申
」
は
、
調
整
対
象
の
拡
大
に
伴
い
条
例
や
要
綱
の
必
要
性
が

な
く
な
る
の
で
、
廃
止
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
が
、
こ
の
提
案
に
反
し
て
、
条
例
や
要
綱
は
廃
止
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
地
元
の

小
売
業
者
の
意
向
を
受
け
て
大
型
店
進
出
に
対
す
る
締
め
付
け
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
地
方
に
よ
り
市
議
会
や
商
工
会
議
所
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

出
店
凍
結
宣
言
が
な
さ
れ
、
出
店
を
巡
り
訴
訟
も
起
こ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
産
業
政
策
局
長
と
中
小
企
業
庁
長
官
の
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
「
大
型
店
問
題
懇
談
会
」
は
、
五
七
年
一
月
に
「
大
型

店
問
題
懇
談
会
報
告
」
を
提
出
し
た
。
同
報
告
書
は
、
大
型
店
の
出
店
を
め
ぐ
る
紛
争
が
各
地
で
発
生
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
行
政

指
導
に
よ
る
大
型
店
の
出
店
抑
制
策
を
打
ち
出
す
と
共
に
、
商
調
協
に
つ
い
て
は
、
「
通
商
産
業
省
令
に
よ
り
、
商
調
協
の
設
置
の
根
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拠
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
権
威
付
け
」
を
行
う
よ
う
提
案
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
同
年
二
月
に
は
通
達
が
発
せ
ら
れ
、
大
店
法
の
運
用

上
の
手
続
と
し
て
、
三
条
届
出
前
の
「
事
前
説
明
」
を
付
加
す
る
と
共
に
、
第
一
種
大
型
店
の
出
店
が
相
当
水
準
に
達
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
市
町
村
及
び
小
規
模
の
市
町
村
（
特
定
市
町
村
）
に
つ
い
て
は
届
出
の
自
粛
を
指
導
す
る
も
の
と
さ
れ
（
五
七
産
局
三
六
号
）
、

商
調
協
は
省
令
で
格
上
げ
さ
れ
た
（
昭
和
五
七
年
通
商
産
業
省
令
二
号
）
。
五
八
年
一
二
月
に
は
産
業
構
造
審
議
会
流
通
部
会
と
中
小

企
業
政
策
審
議
会
流
通
小
委
員
会
の
合
同
会
議
に
お
い
て
「
八
〇
年
代
の
流
通
産
業
と
政
策
の
基
本
方
針
」
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
れ

に
基
づ
き
一
九
八
四
年
（
昭
和
五
九
年
）
一
月
に
は
通
商
産
業
大
臣
談
話
が
発
表
さ
れ
、
「
従
来
講
じ
て
き
た
措
置
を
引
き
続
き
継
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
」
と
さ
れ
た
。

　
か
く
し
て
事
前
説
明
が
長
期
化
す
る
事
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
八
九
年
度
に
調
整
が
終
了
し
た
第
一
種
大
型
店
＝
二
二
店
舗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

の
出
店
表
明
か
ら
調
整
終
了
ま
で
の
期
間
は
平
均
三
五
カ
月
で
、
五
年
を
超
え
る
事
案
が
お
よ
そ
一
五
％
あ
っ
た
。
ま
た
、
八
九
年
三

月
時
点
で
は
地
元
商
店
街
な
ど
の
同
意
を
と
り
つ
け
な
け
れ
ば
三
条
届
出
を
受
理
し
な
い
「
上
乗
せ
規
制
」
を
実
施
し
て
い
た
自
治
体

は
、
一
二
都
道
府
県
・
一
〇
五
市
町
村
に
わ
た
り
、
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
店
舗
を
対
象
と
し
た
「
横
出
し
規
制
」
は
四
七
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

道
府
県
の
う
ち
二
三
都
道
府
県
で
実
施
さ
れ
、
市
町
村
レ
ベ
ル
で
は
九
九
一
都
市
に
達
し
た
。

　
し
か
し
、
大
店
法
の
規
制
強
化
策
は
、
大
型
店
間
の
競
争
を
制
限
し
、
経
営
効
率
の
向
上
に
寄
与
し
た
が
、
中
小
小
売
店
の
経
営
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

態
の
改
善
に
寄
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
大
型
店
の
出
店
抑
制
に
も
拘
わ
ら
ず
、
昭
和
五
七
年
か
ら
中
小
小
売
店
は
継
続
的
な
減
少

に
転
じ
た
。
消
費
者
行
動
の
変
化
と
業
態
間
競
争
・
商
業
集
積
間
競
争
・
都
市
間
競
争
の
激
化
と
い
う
小
売
店
を
取
り
巻
く
厳
し
い
経

営
環
境
の
中
で
、
対
策
を
講
ず
る
意
欲
も
な
い
中
小
小
売
店
は
、
後
継
者
難
か
ら
、
し
か
し
こ
れ
ら
は
ス
ト
ッ
ク
の
面
で
豊
か
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
い
る
た
め
、
社
会
的
摩
擦
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
将
来
静
か
に
廃
業
す
る
と
考
え
ら
れ
る
に
よ
っ
た
。



1
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四
　
日
米
構
造
問
題
協
議
と
大
店
法
の
改
正

　
ω
　
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
至
っ
て
か
ら
、
規
制
強
化
の
風
向
き
は
変
わ
っ
た
。
そ
の
要
因
は
、
ア
メ
リ
カ
が
日
米
間
の
貿
易
不
均

衡
と
関
連
し
て
大
店
法
を
非
関
税
障
壁
の
一
つ
と
し
て
批
判
し
始
め
た
こ
と
及
び
こ
の
外
圧
に
力
を
得
て
国
内
か
ら
も
緩
和
要
求
が
行

わ
れ
る
様
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
一
九
八
五
年
六
月
の
日
米
貿
易
委
員
会
に
お
い
て
大
店
法
の
改
善
を
要
求
し
た
が
、

以
後
こ
の
よ
う
な
要
求
は
繰
り
返
さ
れ
て
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
日
本
側
の
対
応
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
（
新
行
革
審
）
は
一
九
八
八
年
（
昭
和
六
三
年
）
一
二
月
に
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
大
店
法
の
運
用
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

善
を
主
眼
と
す
る
「
公
的
規
制
の
緩
和
等
に
関
す
る
答
申
」
を
提
出
し
、
政
府
は
、
関
連
審
議
会
に
お
い
て
具
体
的
検
討
を
早
急
に
す

す
め
、
次
年
度
以
降
実
施
に
移
す
旨
を
閣
議
決
定
を
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
一
九
八
九
年
（
平
成
元
年
）
六
月
に
は
産
業
構
造
審
議
会
流
通
部
会
と
中
小
企
業
政
策
審
議
会
流
通
小
委
員
会
の

合
同
会
議
に
お
い
て
「
九
〇
年
代
に
お
け
る
流
通
の
基
本
方
向
に
つ
い
て
1
九
〇
年
代
流
通
ビ
ジ
ョ
ン
」
が
纏
め
ら
れ
た
。
同
ビ
ジ

ョ
ン
は
、
「
第
二
部
当
面
の
課
題
」
の
一
つ
に
「
大
店
法
の
運
用
等
の
適
正
化
」
を
挙
げ
、
事
前
説
明
な
ど
＝
項
目
に
つ
き
考
え
方

と
具
体
的
措
置
を
言
及
し
た
の
ち
、
「
我
が
国
の
小
売
構
造
が
、
多
数
の
中
小
零
細
な
店
舗
が
高
密
度
に
存
在
す
る
と
い
う
特
質
を
有

し
て
い
る
現
状
を
考
慮
す
れ
ば
、
大
店
法
の
出
店
を
全
く
自
由
に
し
た
場
合
、
地
域
社
会
に
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
…
…
大
店
法
の
枠
組
み
自
体
は
、
こ
れ
を
維
持
す
る
」
が
、
「
出
店
調
整
制
度
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
…
…
そ
の
本
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の
趣
旨
か
ら
逸
脱
し
た
運
営
実
態
を
適
正
化
す
る
観
点
か
ら
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
た
。

　
一
九
八
九
年
九
月
に
開
始
さ
れ
た
構
造
問
題
協
議
は
、
回
を
追
う
毎
に
厳
し
く
な
り
、
第
三
回
協
議
（
九
〇
年
二
月
）
に
は
大
店
法
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を
数
年
以
内
に
撤
廃
す
べ
し
と
の
要
求
が
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
初
め
て
提
出
さ
れ
た
。
我
が
国
は
九
〇
年
代
流
通
ビ
ジ
ョ
ン
の
線
を
主
張

し
、
結
局
妥
協
の
産
物
と
し
て
四
月
に
は
中
間
報
告
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
こ
で
九
〇
年
代
流
通
ビ
ジ
ョ
ン
の
提
言
と
構
造
問
題
中
間
報

告
と
を
踏
ま
え
平
成
二
年
五
月
三
〇
日
か
ら
「
運
用
適
正
化
措
置
」
が
取
ら
れ
た
。
六
月
に
は
日
米
構
造
問
題
協
議
最
終
報
告
が
纏
め

　
（
2
3
）

ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
第
一
段
階
と
し
て
、
上
記
「
運
用
適
正
化
措
置
」
を
直
ち
に
実
施
し
、
第
二
段
階
と
し
て
、
大
店
法
の
改
正
を

お
こ
な
い
、
第
三
段
階
と
し
て
、
改
正
後
二
年
以
内
に
実
施
状
況
を
見
て
見
直
す
こ
と
と
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
回
　
運
用
適
正
化
措
置
は
五
月
二
四
日
の
大
店
法
施
行
規
則
（
省
令
）
の
改
正
と
通
達
の
発
出
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
施
行
規
則
改

正
で
は
、
①
写
し
の
提
出
部
数
の
削
減
と
届
出
の
簡
素
化
を
図
り
、
②
法
律
六
条
二
項
但
書
の
「
軽
微
な
変
更
」
を
店
舗
面
積
の
一
〇
％

の
増
加
か
基
礎
面
積
の
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
増
加
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
面
積
ま
で
の
増
加
と
明
確
化
し
（
八
条
の
二
）
、
③
規
制
対

象
と
な
る
閉
店
時
刻
を
午
後
六
時
以
降
か
ら
七
時
以
降
に
（
一
〇
条
二
項
）
、
規
制
対
象
と
な
る
休
日
日
数
を
月
四
日
未
満
か
ら
年
間

四
四
日
未
満
（
一
〇
条
四
項
）
に
改
め
る
こ
と
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

　
通
達
で
は
、
①
出
店
調
整
処
理
期
間
（
出
店
表
明
、
事
前
説
明
終
了
、
事
前
商
調
協
審
議
、
正
式
商
調
協
、
勧
告
の
各
手
続
に
要
す

る
期
間
の
合
計
）
を
全
体
で
一
年
半
以
内
に
短
縮
し
（
二
産
局
＝
二
〇
号
）
、
特
定
市
町
村
の
特
例
を
廃
止
し
（
二
産
局
＝
二
一
号
）
、

②
（
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
し
）
出
店
表
明
前
の
「
地
元
説
明
」
を
指
導
す
る
関
係
か
ら
説
明
の
目
的
を
明
確
に
し
、
そ
の
手

続
を
定
め
（
二
産
局
＝
二
五
号
。
こ
れ
は
平
成
四
年
の
産
局
第
二
五
号
を
経
て
、
現
在
六
産
局
九
三
号
と
な
っ
て
い
る
）
、
③
手
続
の

透
明
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
第
一
種
及
び
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
の
出
店
調
整
処
理
状
況
を
四
半
期
毎
に
通
産
局
又
は
都
道
府
県

の
広
報
誌
等
に
掲
載
す
る
も
の
と
さ
れ
た
（
二
産
局
一
四
八
号
・
一
四
九
号
。
な
お
こ
れ
ら
の
通
達
は
、
現
在
四
産
局
第
三
五
号
、
四



2
0

産
局
第
三
六
号
と
な
っ
て
い
る
）
。

　
囚
第
二
段
階
と
し
て
予
定
さ
れ
た
大
店
法
の
改
正
は
、
一
九
九
〇
年
（
平
成
二
年
）
一
二
月
に
産
業
構
造
審
議
会
流
通
部
会
と
中

小
企
業
政
策
審
議
会
流
通
小
委
員
会
の
合
同
会
議
で
纏
め
ら
れ
た
「
大
店
法
改
正
及
び
今
後
の
小
売
商
業
対
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
中

　
　
（
2
6
）

問
答
申
）
」
を
受
け
て
、
一
九
九
一
年
（
平
成
三
年
）
法
律
八
〇
号
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
（
平
成
四
年
一
月
三
一
日
施
行
）
。

　
第
一
に
、
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
は
従
来
通
り
で
あ
る
が
、
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
の
種
別
境
界
面
積
は
、
一
、

五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
（
都
の
特
別
区
お
よ
び
政
令
都
市
で
は
三
、
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
倍
の
三
、

○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
（
都
の
特
別
区
お
よ
び
政
令
指
定
都
市
で
は
六
、
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
（
三
条

一
項
の
改
正
〉
。

　
第
二
に
、
手
続
の
明
確
性
・
透
明
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
商
調
協
を
廃
止
し
、
大
店
審
ま
た
は
都
道
府
県
大
店
審
が
直
接
全
案
件
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

つ
き
調
査
審
議
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
意
見
聴
取
対
象
者
の
範
囲
が
拡
充
さ
れ
た
（
七
条
一
項
・
二
項
の
改
正
）
。
ま
た
省
令

の
改
正
に
よ
り
大
店
審
が
必
要
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
商
工
会
議
所
又
は
商
工
会
に
消
費
者
等
の
意
見
の
聴
取
及
び
集
約
を
依
頼
す

る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
に
は
、
商
工
会
議
所
又
は
商
工
会
は
、
消
費
者
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
会
議
を
開
催
し
意
見
の
聴
取
及
び
集

約
を
行
う
も
の
と
さ
れ
た
（
施
行
規
則
八
条
の
五
第
一
項
・
二
項
）
。

　
第
三
に
、
地
方
公
共
団
体
が
調
整
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
律
の
趣
旨
を
尊
重
し
て
行
う
も
の
と
す
る
と
い

う
規
定
が
新
設
さ
れ
た
（
改
正
法
一
五
条
の
五
）
。
そ
の
た
め
平
成
二
年
に
も
通
達
が
発
出
さ
れ
て
い
る
が
（
二
産
局
＝
二
二
号
）
、
再

度
通
達
（
四
産
局
二
四
号
）
が
発
出
さ
れ
、
行
き
過
ぎ
規
制
を
見
直
し
、
商
調
協
に
関
す
る
規
定
や
出
店
表
明
や
事
前
説
明
の
規
定
が
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あ
れ
ば
速
や
か
に
廃
止
す
べ
し
と
さ
れ
、
こ
れ
に
則
る
改
正
が
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
た
。

　
第
四
に
、
輸
入
品
売
場
に
関
す
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
大
店
法
の
改
正
と
同
時
に
「
輸
入
品
専
門
売
場
の
設
置
に
関
す
る
大
規

模
小
売
店
舗
に
お
け
る
小
売
業
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
（
平
成
三
年
法
律
八
一
号
）
が
成
立
．

施
行
（
平
成
四
年
一
月
三
一
日
）
さ
れ
た
。
一
、
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
売
場
の
設
置
は
届
出
の
み
で
可
能
と
さ
れ
て
い
る
（
同

法
三
条
二
項
）
。

　
第
五
に
、
街
づ
く
り
の
関
連
で
は
「
特
定
商
業
集
積
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
（
平
成
三
年
法
律
八
二
号
）
（
以
下
集

積
法
と
呼
ぶ
）
が
制
定
さ
れ
た
。

　
第
六
に
、
二
年
後
の
法
律
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
附
則
二
条
で
、
法
律
の
施
行
日
か
ら
二
年
以
内
に
実
施
状
況
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
規
定
さ
れ
た
。

　
な
お
三
条
届
出
を
開
始
時
点
と
し
て
、
地
元
説
明
に
要
す
る
期
間
を
最
長
四
カ
月
、
五
条
届
出
以
降
の
調
整
期
間
を
最
長
八
カ
月
と

す
る
こ
と
で
、
調
整
期
間
全
体
を
一
年
以
内
と
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
（
四
産
局
二
二
号
）
と
共
に
、
都
道
府
県
の
大
店
審
の
委
員

及
び
審
議
結
果
は
開
示
さ
れ
る
（
四
産
局
三
八
号
）
も
の
と
さ
れ
た
。

2
1

　
⇔
　
改
正
法
附
則
二
条
の
検
討
を
行
っ
た
産
業
構
造
審
議
会
流
通
部
会
と
中
小
企
業
政
策
審
議
会
流
通
小
委
員
会
合
同
会
議
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

九
九
四
年
（
平
成
六
年
）
一
月
に
「
改
正
大
店
法
の
見
直
し
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
と
い
う
中
間
報
告
を
提
出
し
た
。

　
同
報
告
書
で
は
、
先
ず
、
大
店
法
の
基
本
に
立
ち
返
り
、
大
店
法
に
基
づ
く
出
店
規
制
は
必
要
か
、
何
の
た
め
に
出
店
調
整
を
行
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の
か
の
二
つ
の
論
点
に
つ
い
て
ま
ず
検
討
を
加
え
、
①
出
店
調
整
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
見
解
を
検
討
し
た
後
、
結
論
と
し



2
2

て
大
店
法
の
枠
組
み
自
体
を
現
時
点
で
は
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
②
出
店
調
整
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
大
店
法
の
目
的
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

街
づ
く
り
等
の
観
点
を
新
た
に
組
み
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
る
が
、
現
状
で
は
既
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
仕
組
み
が
で

き
て
い
る
と
し
、
集
積
法
の
運
用
に
任
せ
れ
ば
よ
い
と
し
た
。
③
大
店
法
に
係
る
個
別
の
論
点
で
は
、
「
審
査
対
象
の
設
定
」
「
調
整
処

理
手
続
き
」
「
調
整
内
容
」
の
三
つ
の
側
面
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。

㈱
上
記
報
告
を
受
け
て
、
施
行
規
則
と
通
達
の
見
直
し
が
・
平
成
六
年
四
月
百
付
け
で
行
わ
撞
（
五
月
百
施
行
）
・

　
施
行
規
則
の
関
係
で
は
、
①
法
律
六
条
二
項
但
書
の
「
軽
微
な
変
更
」
を
基
礎
面
積
の
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
増
加
の
み
と
し
、
基

準
を
簡
易
化
し
（
施
行
規
則
八
条
の
二
改
正
）
、
②
届
出
不
要
の
閉
店
時
刻
と
休
業
日
数
を
そ
れ
ぞ
れ
午
後
七
時
か
ら
午
後
八
時
、
四

四
日
か
ら
二
四
日
と
改
め
た
ほ
か
、
一
年
間
に
六
〇
日
以
内
に
限
り
一
時
間
の
閉
店
時
刻
の
繰
り
下
げ
と
、
一
年
間
に
二
日
だ
け
の
休

業
日
数
の
増
加
を
そ
れ
ぞ
れ
軽
微
と
し
（
施
行
規
則
一
〇
条
の
改
正
）
、
届
出
不
要
と
改
め
た
。
ま
た
③
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
の
変

更
は
、
届
出
を
要
し
な
い
軽
微
の
事
項
変
更
と
さ
れ
た
（
施
行
規
則
＝
条
三
項
の
新
設
）
。

　
通
達
に
つ
い
て
は
、
①
一
、
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
三
条
届
出
に
つ
い
て
は
、
開
店
日
の
八
カ
月
前
の
届
出
を
認
め
る
（
六

産
局
九
一
号
）
、
②
五
条
届
出
は
、
届
出
時
点
で
中
小
小
売
業
者
の
確
定
が
困
難
で
あ
る
等
の
場
合
、
核
テ
ナ
ン
ト
の
届
出
で
た
る
と

し
一
括
届
出
制
を
緩
和
し
（
同
）
、
③
法
律
七
条
の
お
そ
れ
の
有
無
の
判
断
基
準
と
な
る
大
型
小
売
業
者
の
定
義
を
絞
り
込
む
と
共
に
、

一
、
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
届
出
は
、
市
町
村
等
に
よ
る
お
そ
れ
あ
り
と
の
合
理
的
理
由
に
基
づ
く
申
出
が
な
い
限
り
、
「
お

そ
れ
な
し
届
出
」
と
し
（
六
産
局
九
六
号
）
、
④
出
張
販
売
の
届
出
（
四
九
産
一
二
一
号
）
を
廃
止
す
る
（
六
産
局
一
〇
一
号
）
、
な
ど

の
改
正
が
行
わ
れ
た
。



　
ま
た
、
大
店
審
は
、
決
定
で
、
①
意
見
聴
取
の
実
施
方
法
と
し
て
、
会
議
に
よ
ら
な
い
で
、
対
象
者
に
分
け
て
行
う
方
法
を
認
め
、

②
法
律
五
条
一
項
の
届
出
に
係
る
意
見
聴
取
の
際
に
九
条
の
届
出
に
つ
い
て
も
意
見
を
聴
取
し
、
意
見
聴
取
対
象
者
の
了
承
が
あ
れ

ば
、
意
見
聴
取
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
と
共
に
、
③
三
、
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
増
床
等
に
つ
い
て
は
、
会
議
を
開
催
す

る
こ
と
な
く
、
書
面
照
会
で
意
見
聴
取
で
き
る
と
し
、
手
続
の
合
理
化
を
行
っ
て
い
る
（
六
産
局
一
〇
〇
号
）
。

田腺
程

過遷
変

の
法店

大2
3

四
　
結

び

　
営
業
規
制
立
法
と
し
て
成
立
し
た
百
貨
店
法
は
、
消
費
者
主
権
と
資
本
自
由
化
を
理
由
に
大
店
法
に
取
っ
て
代
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、

そ
の
際
通
産
省
が
意
図
し
た
事
前
届
出
制
は
採
用
さ
れ
ず
、
事
前
審
査
届
出
制
が
採
用
さ
れ
た
。
通
産
省
は
そ
こ
で
通
達
行
政
に
よ
っ

て
商
調
協
を
作
り
そ
れ
に
問
題
の
解
決
を
事
実
上
委
ね
、
地
方
自
治
体
も
条
例
・
要
綱
で
横
出
し
規
制
や
上
乗
せ
規
制
を
行
っ
た
こ
と

か
ら
法
律
か
ら
の
逸
脱
が
生
じ
た
。
日
米
構
造
問
題
協
議
に
お
い
て
そ
れ
を
指
摘
さ
れ
た
た
め
、
大
店
法
の
運
用
の
適
正
化
措
置
が
取

ら
れ
、
平
成
三
年
に
は
法
改
正
が
行
わ
れ
た
。
同
年
改
正
に
よ
り
、
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
が
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ

た
が
、
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
は
従
来
通
り
で
あ
る
た
め
、
都
道
府
県
が
取
り
扱
う
範
囲
が
法
文
上
広
く
な
っ
た
。
し

か
し
、
平
成
六
年
の
通
達
に
よ
り
、
一
、
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
届
出
は
原
則
と
し
て
「
お
そ
れ
な
し
届
出
」
と
さ
れ
た
た
め
、

事
実
上
規
制
は
緩
和
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
経
済
五
団
体
に
よ
る
行
革
推
進
五
人
委
員
会
の
共
同
提
言
を
巡
り
中
小
小
売

業
界
は
大
店
法
に
頼
る
た
め
に
構
造
改
善
が
進
ま
な
い
と
見
て
大
店
法
の
段
階
的
廃
止
を
共
同
提
言
に
盛
り
込
も
う
と
す
る
経
団
連
と



2
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

こ
れ
を
絶
対
に
認
め
な
い
と
す
る
日
商
の
意
見
が
対
立
し
て
い
る
と
報
道
さ
れ
た
ほ
か
、
日
本
に
進
出
し
た
米
玩
具
チ
ェ
ー
ン
の
ト
イ

ザ
ラ
ス
社
が
、
全
国
に
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
ク
ラ
ブ
（
会
員
制
の
安
売
り
店
）
を
展
開
し
て
い
る
現
金
問
屋
大
手
の
赤
ち
ゃ
ん
本
舗
を
大
規

模
小
売
店
で
あ
り
な
が
ら
問
屋
の
か
た
ち
を
と
っ
て
大
店
法
の
規
制
を
逃
れ
、
年
中
無
休
で
営
業
し
て
い
る
と
通
産
省
に
訴
え
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

か
ら
、
通
産
省
は
、
一
九
九
五
年
＝
月
に
大
店
法
違
反
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
緊
急
調
査
に
乗
り
出
し
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

今
後
の
推
移
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
1
）
　
矢
作
敏
行
「
大
店
法
の
政
治
経
済
学
」
清
成
忠
男
・
矢
作
敏
行
編
『
改
正
大
店
法
時
代
の
流
通
」
（
一
九
九
一
年
、
日
本
経
済
新
聞
社
）
九

　
　
頁
以
下
は
、
第
一
次
百
貨
店
法
以
後
の
歴
史
を
概
観
し
、
出
店
加
速
↓
規
制
強
化
↓
出
店
減
速
↓
規
制
緩
和
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
二
〇
ー
三
〇

　
　
年
の
単
位
で
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
出
店
規
制
サ
イ
ク
ル
説
を
提
唱
し
て
い
る
。

（
2
）
　
こ
の
間
の
分
析
と
し
て
白
澤
恵
一
『
地
域
経
済
と
小
売
商
業
I
I
夫
店
法
改
正
の
歴
史
、
理
論
、
政
策
I
l
」
（
一
九
八
二
年
、
渓
水
社
）

　
　
九
ー
三
二
頁
、
杉
岡
碩
夫
『
大
店
法
と
都
市
商
業
・
市
民
（
商
業
集
積
政
策
序
説
）
」
（
一
九
九
一
年
、
日
本
評
論
社
）
二
七
ー
四
〇
頁
、
土
田

　
　
和
博
「
小
売
商
業
調
整
問
題
に
関
す
る
一
考
察
」
『
早
稲
田
法
学
会
誌
」
三
二
巻
（
一
九
八
二
年
）
二
五
二
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
）
　
こ
の
間
の
分
析
と
し
て
白
澤
「
前
掲
書
」
四
八
－
五
一
頁
な
ど
参
照
。

（
4
）
　
土
田
・
前
掲
『
早
稲
田
法
学
会
誌
』
三
二
巻
二
六
〇
頁
。

（
5
）
　
白
澤
『
前
掲
書
』
七
〇
頁
、
杉
岡
『
前
掲
書
」
　
一
二
五
1
＝
一
六
頁
参
照
。

（
6
）
　
立
法
に
至
る
ま
で
の
分
析
に
つ
い
て
は
草
野
厚
『
大
店
法
の
経
済
規
制
の
構
造
－
行
政
指
導
の
功
罪
を
問
・
？
1
1
」
（
一
九
九
二
年
、
日

　
　
本
経
済
新
聞
）
九
〇
頁
以
下
、
樋
口
兼
次
「
大
規
模
小
売
店
舗
法
と
通
達
行
政
の
問
題
点
」
「
法
律
時
報
」
五
七
巻
五
号
（
一
九
八
五
年
）
一
〇
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六
頁
以
下
参
照
の
こ
と
。

（
7
）
　
中
小
企
業
庁
は
、
大
店
法
、
輸
入
品
専
門
売
場
の
設
置
に
関
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
け
る
小
売
業
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律

　
　
の
特
例
に
関
す
る
法
律
、
小
振
法
、
特
定
商
業
集
積
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
お
よ
び
民
間
事
業
者
の
能
力
の
活
用
に
よ
る
特
定
施
設
の

　
　
整
備
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
民
活
法
）
の
五
法
を
互
い
に
関
連
し
て
初
め
て
効
果
を
発
揮
し
得
る
密
接
不
可
分
な
法
で
あ
る
と
し
て

　
　
い
る
。
通
商
産
業
省
中
小
企
業
庁
小
売
商
業
課
編
『
中
小
小
売
商
業
振
興
法
の
解
説
」
（
通
商
産
業
調
査
会
、
平
成
四
年
）
参
考
資
料
二
七
頁
。

（
8
）
　
土
田
和
博
「
大
規
模
小
売
店
舗
業
者
と
小
売
市
場
」
『
流
通
産
業
と
法
」
（
一
九
九
三
年
、
三
省
堂
）
＝
六
1
＝
七
頁
。
本
間
重
紀
「
「
小

　
　
売
商
業
保
護
立
法
」
の
現
状
と
問
題
点
」
『
法
と
民
主
主
義
」
一
二
五
号
（
一
九
七
八
年
）
二
七
頁
以
下
参
照
。

（
9
）
　
通
産
大
臣
は
表
示
・
公
示
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
怠
っ
た
と
し
て
行
政
事
件
訴
訟
法
三
条
五
項
の
不
作
為
の
違
法
確
認
を
求
め
る
訴

　
　
訟
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
名
古
屋
地
判
昭
和
五
四
年
七
月
一
六
日
判
例
時
報
九
五
一
号
四
六
頁
、
そ
の
控
訴
審
と
し
て
名
古
屋
高
判
昭
和
五
五

　
　
年
＝
月
五
日
判
例
時
報
九
九
七
号
一
〇
一
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
土
田
・
前
掲
『
流
通
産
業
と
法
」
＝
四
－
＝
五
頁
。
正
田
彬
「
大
規
模
小
売
業
者
と
競
争
秩
序
」
『
公
正
取
引
」
四
四
八
号
（
一
九
八

　
　
八
年
）
＝
頁
。

（
1
1
）
　
矢
作
・
前
掲
『
改
正
大
店
法
時
代
の
流
通
」
二
四
－
二
六
頁
。

（
1
2
）
　
改
正
の
経
緯
・
改
正
理
由
お
よ
び
関
連
資
料
に
つ
い
て
は
通
商
産
業
省
産
業
政
策
局
流
通
産
業
課
編
『
一
九
九
〇
年
度
大
規
模
小
売
店
舗
法

　
　
の
解
説
』
（
通
商
産
業
調
査
会
）
二
〇
一
頁
以
下
参
照
。
小
売
問
題
懇
談
会
報
告
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
小
売
商
業
が
都
市
機
能
の
一
翼
を
担

　
　
う
と
い
う
こ
と
か
ら
大
店
法
の
進
出
に
伴
う
「
街
づ
く
り
」
に
対
す
る
弊
害
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
も
っ
と
も
、
従
来
は
行
政
指
導
に
入
ら
ず
、
条
例
・
指
導
要
綱
に
よ
っ
て
い
た
中
小
規
模
小
売
店
の
規
制
を
法
律
化
す
る
こ
と
に
よ
り
規
制

　
　
整
備
し
、
中
小
規
模
小
売
店
の
出
店
に
も
出
店
調
整
期
限
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
出
店
の
促
進
を
図
っ
た
（
白
澤
『
前
掲
書
」
八
六
－
八
七
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頁
）
と
も
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
4
）
　
樋
口
『
法
律
時
報
』
五
七
巻
五
号
一
〇
四
頁
以
下
参
照
。

（
1
5
）
　
判
例
集
未
登
載
の
判
例
と
し
て
四
つ
の
決
定
が
あ
る
（
赤
沼
康
弘
「
現
場
レ
ポ
ー
ト
・
裁
判
闘
争
で
1
1
東
京
・
小
平
市
」
『
法
と
民
主
主
義
」

　
　
一
二
五
号
（
一
九
七
八
年
）
四
三
頁
以
下
、
赤
沼
康
弘
「
ス
ー
パ
ー
進
出
規
制
に
関
す
る
裁
判
所
の
動
向
に
つ
い
て
1
若
干
の
裁
判
例
を
参

　
　
考
に
し
て
ー
」
『
法
と
民
主
主
義
」
一
六
五
号
（
一
九
八
二
年
）
一
九
頁
以
下
参
照
。
そ
の
ほ
か
広
島
府
中
市
で
も
昭
和
五
二
年
四
月
に
訴

　
　
訟
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
（
井
上
正
信
「
現
場
レ
ポ
ー
ト
・
ス
ー
パ
i
最
前
線
1
1
広
島
・
府
中
市
」
『
法
と
民
主
主
義
」
一
二
五
号
四
五
頁
参
照
）
。

　
　
大
型
店
進
出
に
伴
う
事
件
で
公
表
さ
れ
て
い
る
判
例
を
纏
め
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
東
京
地
判
昭
和
五
七
年
三
月
一
六
日
判
例
時
報
一

　
　
〇
三
五
号
一
七
頁
（
変
更
勧
告
の
取
消
を
求
め
る
が
、
請
求
却
下
）
。
②
東
京
高
判
昭
和
六
〇
年
六
月
二
四
日
判
例
時
報
＝
五
六
号
三
七
頁
）

　
　
（
①
の
事
件
の
控
訴
審
で
あ
る
が
、
控
訴
棄
却
）
。
③
横
浜
地
判
昭
和
五
八
年
九
月
二
六
日
判
例
時
報
＝
〇
五
号
八
一
頁
（
生
業
権
に
基
づ
く

　
　
営
業
の
禁
止
を
求
め
た
が
、
請
求
棄
却
）
。
④
昭
和
五
八
年
九
月
二
九
日
行
政
事
件
裁
判
例
集
三
四
巻
九
号
一
六
八
一
頁
（
指
導
要
綱
に
基
づ

　
　
き
市
長
が
与
え
た
承
認
の
取
消
を
求
め
た
が
、
請
求
却
下
）
。
⑤
福
島
地
判
平
成
元
年
六
月
一
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
＝
二
号
＝
六
頁
（
ス
ー

　
　
パ
ー
が
出
店
を
撤
回
し
た
の
は
、
市
長
が
消
極
的
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
、
地
権
者
が
市
に
損
害
賠
償
を
請
求
。
慰
謝
料
に
つ
き
請
求
認

　
　
容
）
。
そ
の
ほ
か
行
政
指
導
の
結
果
手
続
が
遅
延
し
た
と
し
て
国
家
賠
償
を
求
め
る
訴
え
が
平
成
二
年
三
月
三
〇
日
に
東
京
地
裁
に
起
こ
さ
れ

　
　
て
い
る
（
日
本
経
済
新
聞
社
編
『
大
店
法
が
消
え
る
日
」
（
一
九
九
〇
年
、
日
本
経
済
新
聞
社
）
六
四
頁
）
。

（
1
6
）
　
「
大
型
店
問
題
懇
談
会
報
告
」
「
八
〇
年
代
の
流
通
産
業
と
政
策
の
基
本
方
針
」
及
び
「
通
産
大
臣
の
談
話
」
は
前
掲
『
一
九
九
〇
年
度
大
規

　
　
模
小
売
店
舗
法
の
解
説
」
二
二
九
・
二
三
四
・
二
三
六
頁
等
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
1
7
）
　
矢
作
・
前
掲
『
改
正
大
店
法
時
代
の
流
通
」
二
二
頁
。

（
1
8
）
　
前
掲
『
大
店
法
が
消
え
る
日
」
＝
頁
な
ど
。
な
お
草
野
『
前
掲
書
」
二
八
頁
参
照
。
一
九
九
〇
年
に
は
一
二
都
道
府
県
、
二
区
、
九
七
二
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市
町
村
が
独
自
規
制
を
し
て
い
た
。
清
成
「
大
店
法
の
運
用
緩
和
と
地
域
小
売
商
業
」
前
掲
『
改
正
大
店
法
時
代
の
流
通
」
＝
二
八
頁
。

（
1
9
）
　
前
掲
『
大
店
法
が
き
え
る
日
」
二
五
頁
以
下
。
川
喜
多
喬
「
世
代
交
代
期
の
小
売
商
業
経
営
者
」
前
掲
『
改
正
大
店
法
時
代
の
流
通
」
一
六

　
　
七
頁
は
経
営
者
人
材
の
育
成
を
遅
ら
せ
た
と
評
価
す
る
。

（
2
0
）
　
国
民
金
融
公
庫
総
合
研
究
所
編
「
中
小
小
売
業
を
と
り
ま
く
環
境
変
化
と
そ
の
要
因
」
周
岐
路
に
立
つ
中
小
小
売
業
」
（
一
九
九
一
年
、
中
小

　
　
企
業
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
）
一
頁
以
下
参
照
。

（
2
1
）
　
通
商
産
業
省
産
業
政
策
局
流
通
産
業
課
編
『
こ
れ
か
ら
の
大
店
法
（
改
正
大
店
法
の
見
直
し
の
在
り
方
）
［
産
構
審
・
中
政
審
合
同
会
議
答

　
　
申
ご
（
一
九
九
四
年
、
通
商
産
業
調
査
会
）
一
〇
〇
頁
以
下
所
収
。

（
2
2
）
　
通
商
産
業
省
商
政
課
編
『
九
〇
年
代
の
流
通
ビ
ジ
ョ
ン
」
（
一
九
八
九
年
、
通
商
産
業
調
査
会
）
一
六
九
頁
以
下
。

（
2
3
）
　
通
商
産
業
調
査
会
編
『
日
米
構
造
問
題
協
議
最
終
報
告
』
（
平
成
二
年
通
商
産
業
調
査
会
）
。

（
2
4
）
　
「
大
規
模
小
売
店
舗
法
施
行
規
則
改
正
（
平
成
二
年
五
月
二
四
日
通
商
産
業
省
令
第
二
一
号
）
の
概
要
に
つ
い
て
」
前
掲
『
一
九
九
〇
年
度

　
　
大
規
模
小
売
店
舗
法
の
解
説
」
三
＝
頁
以
下
参
照
の
こ
と
。

（
2
5
）
　
「
大
規
模
小
売
店
舗
法
の
運
用
適
正
化
措
置
の
概
要
に
つ
い
て
」
通
商
産
業
省
産
業
政
策
局
流
通
産
業
課
『
一
九
九
〇
年
度
大
規
模
小
売
店

　
　
舗
法
法
規
集
」
（
通
商
産
業
調
査
会
）
二
五
八
頁
な
ど
参
照
の
こ
と
。
個
々
の
通
達
に
つ
い
て
は
同
『
一
九
九
〇
年
度
大
規
模
小
売
店
舗
法
法

　
　
規
集
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
6
）
　
通
商
産
業
省
産
業
政
策
局
流
通
産
業
課
『
一
九
九
四
年
度
大
規
模
小
売
店
舗
法
法
規
集
』
（
通
商
産
業
調
査
会
）
三
一
六
頁
以
下
所
収
。

（
2
7
）
　
通
商
産
業
省
産
業
政
策
局
流
通
産
業
課
『
一
九
九
四
年
度
大
規
模
小
売
店
舗
法
の
解
説
」
（
通
商
産
業
調
査
会
）
八
二
頁
。

（
2
8
）
　
前
掲
『
こ
れ
か
ら
の
大
店
法
』
一
頁
以
下
所
収
。

（
2
9
）
　
小
島
教
授
は
、
商
法
学
者
の
立
場
か
ら
、
大
店
法
は
中
間
搾
取
の
合
法
化
で
あ
っ
て
、
ご
ま
か
し
の
中
小
企
業
保
護
論
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
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小
島
康
裕
『
市
場
経
済
の
企
業
法
」
（
一
九
九
四
年
、
成
文
堂
）
一
六
二
頁
以
下
。

（
3
0
）
　
日
専
連
（
平
松
泰
三
「
街
づ
く
り
法
」
の
提
案
」
前
掲
『
改
正
大
店
法
時
代
の
流
通
」
七
九
頁
以
下
参
照
）
は
「
街
づ
く
り
法
」
を
提
案
し
、

　
　
杉
岡
碩
夫
「
商
業
集
積
と
地
域
問
題
」
前
掲
「
岐
路
に
立
つ
中
小
小
売
業
」
一
四
五
頁
以
下
も
都
市
の
観
点
か
ら
大
店
法
に
批
判
的
で
あ
る
。

（
3
1
）
　
通
商
産
業
省
産
業
省
政
策
局
流
通
産
業
課
編
「
大
店
法
に
係
る
規
制
緩
和
の
実
施
に
つ
い
て
」
『
平
成
六
年
版
全
国
市
町
村
別
大
規
模
小
売

　
　
店
舗
要
覧
」
（
通
商
産
業
調
査
会
）
五
二
一
頁
以
下
参
照
。

（
3
2
）
　
一
九
九
五
年
一
〇
月
二
九
日
付
け
日
本
経
済
新
聞
記
事
「
大
店
法
で
不
協
和
音
」

（
3
3
）
　
一
九
九
五
年
＝
月
二
二
日
付
け
日
本
経
済
新
聞
記
事
「
大
店
法
で
緊
急
調
査
」

（
追
記
　
古
い
通
達
に
つ
い
て
は
出
典
を
示
さ
な
い
が
、
新
潟
商
工
会
議
所
の
小
沢
謙
一
氏
と
富
山
商
工
会
議
所
の
吉
田
誠
仁
氏
の
ご
厚
意
で
会
議

所
所
蔵
の
図
書
を
利
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
）


